
島根県防災ヘリコプター救急救命士搭乗システムに関する協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、島根県下９消防本部（以下「県下消防本部」という）が、 

島根県防災ヘリコプター緊急運航要領及び島根県防災ヘリコプター救急シス 

テム要領に基づき、傷病者の救急搬送（転院搬送を除く）で、島根県防災ヘ 

リコプター（以下「防災ヘリ」という）に出動要請を行った場合、防災航空 

管理所が県下消防本部の救急救命士（以下「救命士」という）に対し、防災 

ヘリに搭乗を求めることについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（救命士搭乗要請の基準） 

第２条 この協定において、救命士搭乗を求める基準は、防災ヘリ出動要請時、 

防災航空隊に救命士が勤務していない日を前提とし、次の各号によるものと 

する。 

（１）出雲市消防本部の救命士に搭乗を求めるものとする。 

 （２）前号によることが出来ない場合は、松江市消防本部の救命士に搭乗を 

求めるものとする。 

 （３）前各号によることが出来ない場合は、要請側消防本部の救命士に搭乗 

を求めるものとする。 

 

（救命士搭乗要請の手続） 

第３条 救命士搭乗要請の手続は、防災航空管理所が出雲市消防本部、松江市 

消防本部及び要請側消防本部と調整するものとする。 

 

（救命士搭乗要領） 

第４条 第２条第１号及び第２号による救命士は、防災航空管理所まで応召し、 

防災航空隊員と共に搭乗して事故現場に向かうものとする。 

２ 第２条第３号による救命士は、事故現場付近の場外離発着場で搭乗するも 

のとする。 

 

（活動の始期及び終期） 

第５条 この協定に基づく救命士搭乗要請は、防災ヘリに搭乗した時から始ま 

り、活動を終了して防災ヘリから降機した時に終了するものとする。 

 

 



（医師の指示及び事後検証体制） 

第６条 この協定において、救急活動での処置に対する医師の指示及び事後検 

証体制は、次の各号によるものとする。 

（１）第２条第１号及び第２号による救命士が行う救急処置については、島根 

県立中央病院で対応するものとする。 

（２）第２条第３号による救命士が行う救急処置については、島根県立中央病 

院若しくは要請側消防本部所管の病院で対応するものとし、その都度調整 

するものとする。 

 

（経費の負担） 

第７条 搭乗する救命士の給料等については、所属消防本部が負担するものと 

する。 

２ 医師の指示及び事後検証に要する費用について、島根県立中央病院で対応 

する事案については、県が負担するものとする。 

３ 搭乗中に発生した事故に要する経費については、県の加入する航空保険の 

範囲内で対応するものとする。 

４ 前項の定めによることが出来ない経費の負担については、その都度協議し 

て定めるものとする。 

 

（搭乗訓練） 

第８条 防災航空管理所は、県下消防本部と調整を図り、日頃から搭乗訓練を 

実施し、常に活動が円滑に行えるよう努めるものとする。 

 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項が生じたときは、県と県下消防本部が協議 

してこれを定めるものとする。 

 

（協定書の保管） 

第１０条 この協定の締結を証するため、本協定書を１０通作成し、消防防災 

課長及び県下消防本部の長は、記名押印のうえ、各自１通を保管するものと 

する。 

 

附則 

１ この協定は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

 


